
JP 2018-152897 A5 2019.1.10

10

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第３区分
【発行日】平成31年1月10日(2019.1.10)

【公開番号】特開2018-152897(P2018-152897A)
【公開日】平成30年9月27日(2018.9.27)
【年通号数】公開・登録公報2018-037
【出願番号】特願2018-99169(P2018-99169)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｗ  76/10     (2018.01)
   Ｈ０４Ｗ   8/00     (2009.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｗ   76/10     　　　　
   Ｈ０４Ｗ    8/00     １１０　

【手続補正書】
【提出日】平成30年11月16日(2018.11.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　情報処理装置であって、
　複数のアクセスポイントに関わる情報を検出可能な前記情報処理装置において通信装置
内のアクセスポイントに関わる情報の選択をユーザに促すための表示処理を実行する表示
制御手段と、
　前記表示処理が実行された後に確立された前記情報処理装置と前記通信装置内のアクセ
スポイント間の無線接続を介して、前記情報処理装置の外部であり、かつ、前記通信装置
の外部である対象アクセスポイントに関わる情報を送信する送信手段を有し、
　前記送信手段により送信された前記対象アクセスポイントに関わる情報に基づいて前記
通信装置と前記対象アクセスポイントの間の無線接続が確立されることを特徴とする情報
処理装置。
【請求項２】
　前記表示処理は、前記情報処理装置において動作可能な設定アプリケーションを用いて
実行されることを特徴とする請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記表示処理は、前記設定アプリケーションの起動がユーザにより指示された後に実行
されることを特徴とする請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　設定アプリケーションが動作可能な情報処理装置であって、
　前記設定アプリケーションの起動がユーザにより指示された後、複数のアクセスポイン
トに関わる情報を検出可能な前記情報処理装置において通信装置内のアクセスポイントに
関わる情報の選択をユーザに促すための表示処理を前記設定アプリケーションを用いて実
行する表示処理手段と、
　前記設定アプリケーションの起動がユーザにより指示された後の前記情報処理装置に対
するユーザ操作に基づいて前記情報処理装置と前記通信装置内のアクセスポイント間の無
線接続が確立された場合、前記情報処理装置の外部であり、かつ、前記通信装置の外部で
ある対象アクセスポイントに関わる情報を前記設定アプリケーションにより提供される選
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択画面に表示させる表示制御手段と、
　前記選択画面に対するユーザ操作に基づいて前記対象アクセスポイントに関わる情報を
前記情報処理装置と前記通信装置内のアクセスポイント間の前記無線接続を介して前記通
信装置に送信する送信手段を有し、
　前記送信手段により送信された前記対象アクセスポイントに関わる情報に基づいて前記
通信装置と前記対象アクセスポイントの間の無線接続が確立されることを特徴とする情報
処理装置。
【請求項５】
　前記表示処理は、前記通信装置内のアクセスポイントに関わる情報が選択されていない
ことに基づいて実行されることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載の情報
処理装置。
【請求項６】
　前記表示処理は、前記通信装置内のアクセスポイントに関わる情報が含まれ、かつ、前
記通信装置内のアクセスポイントとは異なるアクセスポイントに関わる情報が含まれない
所定の画面を表示する処理であることを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載
の情報処理装置。
【請求項７】
　前記情報処理装置は、電話機能を備えることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか１
項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記対象アクセスポイントに関わる情報および前記通信装置内のアクセスポイントに関
わる情報はＳＳＩＤであることを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の情報
処理装置。
【請求項９】
　前記通信装置は、印刷装置であることを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記
載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記情報処理装置と前記通信装置内のアクセスポイント間の無線接続および前記通信装
置と前記対象アクセスポイントの間の無線接続は、ＩＥＥＥ８０２．１１シリーズに準拠
した無線接続であることを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１項に記載の情報処理装
置。
【請求項１１】
　前記通信装置と前記対象アクセスポイントの間の無線接続は、インフラストラクチャモ
ードによる無線接続であることを特徴とする請求項１０に記載の情報処理装置。
【請求項１２】
　情報処理装置において実行される制御方法であって、
　複数のアクセスポイントに関わる情報を検出可能な前記情報処理装置において通信装置
内のアクセスポイントに関わる情報の選択をユーザに促すための表示処理を実行する表示
制御工程と、
　前記表示処理が実行された後に確立された前記情報処理装置と前記通信装置内のアクセ
スポイント間の無線接続を介して、前記情報処理装置の外部であり、かつ、前記通信装置
の外部である対象アクセスポイントに関わる情報を送信する送信工程を有し、
　前記送信工程において送信された前記対象アクセスポイントに関わる情報に基づいて前
記通信装置と前記対象アクセスポイントの間の無線接続が確立されることを特徴とする制
御方法。
【請求項１３】
　前記表示処理は、前記情報処理装置において動作可能な設定アプリケーションを用いて
実行されることを特徴とする請求項１２に記載の制御方法。
【請求項１４】
　前記表示処理は、前記設定アプリケーションの起動がユーザにより指示された後に実行
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されることを特徴とする請求項１３に記載の制御方法。
【請求項１５】
　設定アプリケーションが動作可能な情報処理装置において実行される制御方法であって
、
　前記設定アプリケーションの起動がユーザにより指示された後、複数のアクセスポイン
トに関わる情報を検出可能な前記情報処理装置において通信装置内のアクセスポイントに
関わる情報の選択をユーザに促すための表示処理を前記設定アプリケーションを用いて実
行する表示処理工程と、
　前記設定アプリケーションの起動がユーザにより指示された後の前記情報処理装置に対
するユーザ操作に基づいて前記情報処理装置と前記通信装置内のアクセスポイント間の無
線接続が確立された場合、前記情報処理装置の外部であり、かつ、前記通信装置の外部で
ある対象アクセスポイントに関わる情報を前記設定アプリケーションにより提供される選
択画面に表示させる表示制御工程と、
　前記選択画面に対するユーザ操作に基づいて前記対象アクセスポイントに関わる情報を
前記情報処理装置と前記通信装置内のアクセスポイント間の前記無線接続を介して前記通
信装置に送信する送信工程を有し、
　前記送信工程により送信された前記対象アクセスポイントに関わる情報に基づいて前記
通信装置と前記対象アクセスポイントの間の無線接続が確立されることを特徴とする制御
方法。
【請求項１６】
　前記表示処理は、前記通信装置内のアクセスポイントに関わる情報が選択されていない
ことに基づいて実行されることを特徴とする請求項１２乃至１５のいずれか１項に記載の
制御方法。
【請求項１７】
　前記表示処理は、前記通信装置内のアクセスポイントに関わる情報が含まれ、かつ、前
記通信装置内のアクセスポイントとは異なるアクセスポイントに関わる情報が含まれない
所定の画面を表示する処理であることを特徴とする請求項１２乃至１５のいずれか１項に
記載の制御方法。
【請求項１８】
　前記情報処理装置は、電話機能を備えることを特徴とする請求項１２乃至１７のいずれ
か１項に記載の制御方法。
【請求項１９】
　前記対象アクセスポイントに関わる情報および前記通信装置内のアクセスポイントに関
わる情報はＳＳＩＤであることを特徴とする請求項１２乃至１８のいずれか１項に記載の
制御方法。
【請求項２０】
　前記通信装置は、印刷装置であることを特徴とする請求項１２乃至１９のいずれか１項
に記載の制御方法。
【請求項２１】
　前記情報処理装置と前記通信装置内のアクセスポイント間の無線接続および前記通信装
置と前記対象アクセスポイントの間の無線接続は、ＩＥＥＥ８０２．１１シリーズに準拠
した無線接続であることを特徴とする請求項１２乃至２０のいずれか１項に記載の制御方
法。
【請求項２２】
　前記通信装置と前記対象アクセスポイントの間の無線接続は、インフラストラクチャモ
ードによる無線接続であることを特徴とする請求項２１に記載の制御方法。
【請求項２３】
　情報処理装置のコンピュータを、
　複数のアクセスポイントに関わる情報を検出可能な前記情報処理装置において通信装置
内のアクセスポイントに関わる情報の選択をユーザに促すための表示処理を実行する表示
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制御手段と、
　前記表示処理が実行された後に確立された前記情報処理装置と前記通信装置内のアクセ
スポイント間の無線接続を介して、前記情報処理装置の外部であり、かつ、前記通信装置
の外部である対象アクセスポイントに関わる情報を送信する送信手段として動作させるた
めの前記コンピュータが読み取り可能な設定プログラムであって、
　前記送信手段により送信された前記対象アクセスポイントに関わる情報に基づいて前記
通信装置と前記対象アクセスポイントの間の無線接続が確立されることを特徴とする設定
プログラム。
【請求項２４】
　前記表示処理は、前記設定プログラムの起動がユーザにより指示された後に実行される
ことを特徴とする請求項２３に記載の設定プログラム。
【請求項２５】
　情報処理装置のコンピュータを、
　複数のアクセスポイントに関わる情報を検出可能な前記情報処理装置において通信装置
内のアクセスポイントに関わる情報の選択をユーザに促すための表示処理を、前記情報処
理装置において動作可能な設定プログラムの起動がユーザにより指示された後に、実行す
る表示処理手段と、
　前記設定プログラムの起動がユーザにより指示された後の前記情報処理装置に対するユ
ーザ操作に基づいて前記情報処理装置と前記通信装置内のアクセスポイント間の無線接続
が確立された場合、前記情報処理装置の外部であり、かつ、前記通信装置の外部である対
象アクセスポイントに関わる情報を含む前記設定プログラムの選択画面を表示させる表示
制御手段と、
　前記選択画面に対するユーザ操作に基づいて前記対象アクセスポイントに関わる情報を
前記情報処理装置と前記通信装置内のアクセスポイント間の前記無線接続を介して前記通
信装置に送信する送信手段として動作させ、
　前記送信手段により送信された前記対象アクセスポイントに関わる情報に基づいて前記
通信装置と前記対象アクセスポイントの間の無線接続が確立されることを特徴とする前記
コンピュータが読み取り可能な設定プログラム。
【請求項２６】
　前記表示処理は、前記通信装置内のアクセスポイントに関わる情報が選択されていない
ことに基づいて実行されることを特徴とする請求項２３乃至２５のいずれか１項に記載の
設定プログラム。
【請求項２７】
　前記表示処理は、前記通信装置内のアクセスポイントに関わる情報が含まれ、かつ、前
記通信装置内のアクセスポイントとは異なるアクセスポイントに関わる情報が含まれない
所定の画面を表示する処理であることを特徴とする請求項２３乃至２５のいずれか１項に
記載の設定プログラム。
【請求項２８】
　前記情報処理装置は、電話機能を備えることを特徴とする請求項２３乃至２７のいずれ
か１項に記載の設定プログラム。
【請求項２９】
　前記対象アクセスポイントに関わる情報および前記通信装置内のアクセスポイントに関
わる情報はＳＳＩＤであることを特徴とする請求項２３乃至２８のいずれか１項に記載の
設定プログラム。
【請求項３０】
　前記通信装置は、印刷装置であることを特徴とする請求項２３乃至２９のいずれか１項
に記載の設定プログラム。
【請求項３１】
　前記情報処理装置と前記通信装置内のアクセスポイント間の無線接続および前記通信装
置と前記対象アクセスポイントの間の無線接続は、ＩＥＥＥ８０２．１１シリーズに準拠
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した無線接続であることを特徴とする請求項２３乃至３０のいずれか１項に記載の設定プ
ログラム。
【請求項３２】
　前記通信装置と前記対象アクセスポイントの間の無線接続は、インフラストラクチャモ
ードによる無線接続であることを特徴とする請求項３１に記載の設定プログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　上記課題を解決するために、本発明の情報処理装置は、複数のアクセスポイントに関わ
る情報を検出可能な前記情報処理装置において通信装置内のアクセスポイントに関わる情
報の選択をユーザに促すための表示処理を実行する表示制御手段と、前記表示処理が実行
された後に確立された前記情報処理装置と前記通信装置内のアクセスポイント間の無線接
続を介して、前記情報処理装置の外部であり、かつ、前記通信装置の外部である対象アク
セスポイントに関わる情報を送信する送信手段を有し、前記送信手段により送信された前
記対象アクセスポイントに関わる情報に基づいて前記通信装置と前記対象アクセスポイン
トの間の無線接続が確立されることを特徴とする。
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